
次のとおり一般競争入札に付します。

分任支出負担行為担当官

那覇空港事務所長 大塚 憲郎

１．工事概要
（１）工 事 名 糸満宿舎改修工事
（２）工事場所 沖縄県糸満市西崎町３丁目－７－１～２
（３）工事内容 Ａ棟３０戸、Ｂ棟３０戸、Ｃ棟４０戸、何れもＲＣ５階建のガス管及び

配水管取替え工事一式、Ｃ棟フローリング張り替え工事一式（１戸）
（４）工 期 まで
（５）入札方法 本工事は、提出資料・入札を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムによりがたい者は、契約担当官等に紙入札方式
による参加を願い出るものとする。

２．競争参加資格
（１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者で

あること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要
な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２） 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。
（３） 航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付

け、空経第３８６号）に基づく指名停止期間中でないこと。
（４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する（建設）業者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している
者でないこと。

（５） 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（２．（６）の再認定を受けたもの
を除く。）でないこと。

（６） 大阪航空局の平成２３・２４年度一般（指名）競争参加有資格者のうち「建築工事
業」で「Ｃ等級」の認定を受けている者であること。（会社更生法（平成１４年法律
第１５４号）に基づき更生開始手続の申し立てがなされている者又は民事再生法（平
成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。）

（７） 沖縄県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
（８） 次に掲げる施工実績を有すること。

平成８年４月１日以降に完成・引渡が完了した、以下に掲げる工事（以下「同種工
事」という。）の実績を有する者であること。（元請けとしての実績に限る。共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合に限る。）

（ア）工事内容：共同住宅における新築、増築又は内部改修工事（襖張替、畳取替除く）
（イ）構 造：ＲＣ造、ＳＲＣ造又はＣＢ造で階数は問わない。
（ウ）建物規模：建物規模は問わない。

なお、当該実績が国土交通省発注工事である場合は、工事成績評定の評定点が６５
点未満であるものを除く。

（９） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
（ア）１、２級建築施工管理技士又は１、２級建築士、またはこれらと同等以上の資格

を有する者と国土交通大臣が認定した者。
（イ）上記（８）に掲げる工事経験を有する者であること。
（ウ）監理技術者にあたっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る者。またはこれに準ずる者であること。
（エ）競争に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

（10） 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係が無いこと。（資本関係又
は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）

（11） 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関
連がある建設業者でないこと。
なお「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、「㈱環境設計国建」である。

３．入札書の提出場所等
（１） 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒９０１－０１４３ 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３
大阪航空局 那覇空港事務所 総務部 会計課 尾野
電話 ０９８－８５９－５１０６

（２） 電子入札システムのＵＲＬ及び問い合わせ先 国土交通省電子入札システム
https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/

（３） 入札説明書の交付方法
上記３．（１）の場所において、 ～
までの間無償にて貸与する。
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（４） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下
「資料」という。）の提出期限、場所及び方法

までに、電子入札システムにより提出を行うこと。
ただし、紙入札方式による参加の場合は、 までに、
３．（１）まで持参又は郵送（宅配便を含む）すること。

（５） 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
（ア）入札書は、電子入札システムにより３．（２）に示すＵＲＬに提出すること。

ただし、契約担当官等から承諾を得た者は、紙により持参叉は郵送すること。
（イ）電子入札システムによる入札期間

から
まで

（ウ）紙により持参する場合 開札時刻までに開札場所へ持参する
こと。（ただし、郵送の場合は までに那覇空港
事務所総務部会計課管財調達係へ必着とする。）

（エ）開札日時及び場所 から
那覇空港事務所統合庁舎 ２階入札室

４．落札者の決定方法等
（１） 落札者の決定方法

（ア） 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札
説明書の要求要件をすべて満たした入札者の中から、最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者と決定する。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締
結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である
と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち
最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

（イ） 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落
札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことがで
きないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決
定するものとする。

（ウ） 予決令第８５条の基準に該当する入札があった場合は、落札の決定を一旦「保留」
する。落札の決定を「保留」した場合は、「入札金額」及び「該当入札者の氏名」と
もにその場では公表しない。

その際、落札者はその場では決定されず、会計法第２９条の６第１項ただし書きの
規定により後日速やかに決定する。

後日、落札者が決定した場合は、速やかに入札者全員にその旨を通知する。
（２） 入札書の記載方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

５．その他
（１） 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
（２） 入札保証金及び契約保証金 免除。
（３） 有。
（４） 契約書作成の要否 要。
（５） 入札者に要求される事項

本競争に参加を希望する者は、本公告で示した請負内容を確実に履行し得ることを
証明するため、入札説明書に掲げる資料を提出し、契約担当官等の競争参加資格の確
認を開札日の前日までに受けること。なお、期限までに資料を提出しない者又は競争
参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

（６） 入札書の無効
本公告に示した競争参加資格の無い者、入札条件に違反した者又は入札者に求めら

れる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次の各号に該当する入札は無効と
する。

（ア） 委任状が提出されていない代理人のした入札。
（イ） 記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代える

ことができる。）を欠く入札。
（ウ） 金額を訂正した入札。
（エ） 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。
（オ） 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた

め連合した者の入札。
（カ） 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札。
（キ） 技術審査資料等を添付することとされた入札にあっては、当該技術審査資料等が契

約担当官等の審査の結果採用されなかった入札。
（ク） 特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、

同等のものであることを証明できなかった入札。
（７）代理人による入札

（ア） 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人で
あることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印（外国人の署名を含む）をして
おくとともに、開札時までに委任状（様式自由Ａ４版）を提出しなければならない。

（イ） 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ね
ることができない。

（８） 本件に関する窓口は、上記３．（１）のとおり。
（９） その他 詳細は入札説明書による。
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